
1 

【今月の問い】 

Ｑ．ニュースダイジェスト               で紹介した以下の記事を読み、以下の①～③

について考えよう。 

 

香港の民主活動家周庭氏「香港には戻らない」 

香港当局による摘発を恐れて沈黙を続けていた香港の民主活動家、 周
しゅう

庭
てい

氏が、９月から

カナダに留学で滞在していることを SNS で明らかにした。周氏はこれまで、香港を「我

が家」と呼んできたが、インスタグラムに「おそらく一生、香港に戻ることはない」と投

稿した。周氏は、2014 年の民主化デモ「雨傘運動」や 19 年の大規模市民デモで活動し、

「民主の女神」とも呼ばれた。しかし、未許可デモを組織するなどした容疑で逮捕。21

年６月に刑期を終えて釈放され、インスタグラムに全面黒一色のページを投稿した後は

沈黙を続けていた。投稿によると、今年７月、中国本土を訪問することを条件に、旅券が

返還され、留学が許された。しかし、留学後も当局に出頭する必要があり、事情聴取やカ

ナダに戻れなくなるおそれがあったため、安全面を考慮して香港に戻るのを諦めたとい

う。               （ニュースダイジェスト 2023 年 12 月 5 日より） 

 

① 人権を重視する社会と軽視する社会では、どのような点が異なるだろうか？ 
 

② 黒人差別問題はなぜ発生し現在でも問題となっているのだろうか？ 
 

 

 

 

 

③ 企業経営における人権問題にはどのようなものがあり、どのように解消しようとされ
ているだろうか？ 

 

 

 

 

※次ページの解説も参考にしよう！ 
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        人や国の不平等をなくそう 

周庭氏は、自身が大学1年生だった2014年に「雨傘運動」という香港の民主化運動に

中心的なメンバーとして参加したことで一躍その名前が知られるようになりました。独学で学

んだという日本語も堪能なので、メディアでその姿を見た人も多いことでしょう。この運動は、

中国政府が香港の行政長官選挙を改革し、実質的に中国に親和的な候補者しか立候補で

きないようにしたことに不満を感じた香港市民が雨傘を持ってデモを行い、抵抗を示したも

のです（＊1）。 

SDGs10番「人や国の不平等をなくそう」には、人間の基本的権利の保障が書かれてい

ます。ターゲット10.1には所得の不平等の改善、10.2にはすべての人が社会的、経済的、政

治的な権利を有すること、10.3には差別の解消、10.7には適切な移民政策や移住などが

示されていて、「誰一人取り残さない」というSDGsのスローガンを直接的に表現していると

言えます。 

ところが、いまの社会では不平等が解消されたと言うことが決してできません。アフガニス

タンのタリバン政権では、女性の権利が認められる範囲が非常に狭くなっています。その他

のイスラム教を主とする国家でも、宗教的な理由から同様の状況になっていると言われてい

ます。ミャンマーの軍事政権は、市民や少数民族への人権侵害を行っていると言われていま

す。そして、いま世界を揺るがしている、ロシア‐ウクライナ紛争、イスラエル‐パレスチナ紛争、

いずれも人種や民族間での偏見や差別意識がその原因の一つになっていると言われてい

ます。さらに、アメリカに端を発した「ブラック・ライヴズ・マター運動」は、警察官による黒人へ

の人種差別的な対応をきっかけにして起こり、世界中に拡大しています。 

また、差別や不平等は私たちの国、社会でも存在することを忘れてはいけません。アイヌ民

族問題、同和問題といった民族や出自に関する差別にとどまらず、企業内では女性の活躍

が限定される環境が残っていると言わざるを得ませんし、高齢者や障がい者、外国人が社

会的な差別を受けるなど、決して他人事ではないのです。 

人権問題に対して国連は積極的に取り組んできました。戦後すぐに採択された「国連憲

章」「世界人権宣言」で人々の権利保障をその基本理念に据え、その後も世界各地で紛争

などにより生じた人権問題に対して「人権理事会」を中心に取り組んできました。日本政府

も人権理事会の理事国を務めたり、世界的な人道支援などを積極的に実施したりしていま

す。 

この地球上から不平等がなくなり、すべての人の人権が守られる世界を作りあげていくた

めに、自国のみならず国際社会の協力が求められています。 

 
＊1…2024年２月６日、香港警察は保釈条件である出頭期日までに香港に戻らなかったとして、カナダに滞在している 

民主活動家の周庭氏を指名手配したと発表した。 
 

 
今月の SDGs 

※ 北九州市立大学 地域創生学群 教授 眞鍋和博先生に、ゴール 10 について 
解説いただきました。 


